
 
 
 

 

都市高速鉄道第６号相鉄・ＪＲ直通線 

環境のあらまし 

 

 

 

 

 

 

 

 

横  浜  市 

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

相 模 鉄 道 株 式 会 社 



環境影響評価項目の選定 
  都市高速鉄道第６号相鉄・ＪＲ直通線における環境現況調査、予測及び評価の対象とする環境影

響評価項目については、横浜市環境影響評価条例に基づき、環境影響評価方法書の中で以下のよう

に定めました。 
  なお、この「環境のあらまし」はこれらの環境影響評価項目のうち、騒音、振動、地盤沈下の 3
項目について、その概要をとりまとめたものです。 

 
調査・予測位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主な予測条件 

 
予測年次 平成 31 年 

運行本数（平日） 7 時～22 時   ：232 本 

22 時～翌 7時  ： 64 本 

1 編成車両数 10 両（1編成長 200ｍ） 

※ 予測年次は、相鉄・JR 直通線開業時ではなく、運行本数が最
大となる、相鉄・東急直通線（羽沢駅～日吉駅）開業時（平成

31 年予定）としました。 

※ 運行本数は、相鉄・東急直通線開業時の列車本数の増分を含め

ています。運行本数は、往復での本数です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境影響評価項目 供用・存在時 工事中 

大気汚染 － ○ 

水質汚濁 － ○ 

騒音 ○ ○ 

振動 ○ ○ 

地盤沈下 － ○ 

廃棄物・発生土 ○ ○ 

環境影響評価項目 供用・存在時 工事中 

水象 ○ ○ 

地域社会 － ○ 

景観 ○ － 

文化財 － ○ 

安全 － ○ 

（注） 

①～⑥は予測位置を、１～６は現地調査位置を表します。 
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調査・予測位置断面図 

 

① 保土ケ谷区西谷町      ② 保土ケ谷区西谷町 

 

 

 
 
 
③ 保土ケ谷区西谷町    
④ 保土ケ谷区東川島町     ⑥ 神奈川区羽沢町 
⑤ 神奈川区羽沢南二丁目 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

※ 騒音の予測は、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について」（平成7年 12月 環

境庁大気保全局）に基づき、計画路線の最寄軌道中心から 12.5m、地上 1.2ｍの位置で行いました。なお、

現況鉄道騒音調査は、①については相鉄本線から 12.5m、地上 1.2m、⑥についてはＪＲ貨物線から 39.5m

注)の地上 1.2m で行いました。 

※ 振動の予測は、影響が最大となる計画路線直上、もしくは敷地境界で行いました。なお、現況鉄道振動

調査は、①については相鉄本線から 12.5m、⑥についてはＪＲ貨物線から 39.5m で行いました。 

注)⑥の調査地点については、保全対象となる家屋が存在する場所として選定しました。

凡 例 

●：鉄道騒音予測地点（高さ 1.2m） 

▲：鉄道振動予測地点（地盤上） 

○：現況鉄道騒音調査地点（高さ 1.2m） 

△：現況鉄道振動調査地点（地盤上） 

予測地点の土被り 

③ 8.3m  

④ 14.3m 

⑤ 15.7m 

注) 

予測地点の土被り 

② 3.2m  

国
道
16
号
側 

環
状
２
号
線
側 
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騒音 

・現況 

  計画路線周辺において実施した現地調査の結果は、次表に示すとおりです。 

（単位：デシベル） 

鉄道騒音レベル（LAeq） 調査地点 

昼 間 夜 間 

１ 保土ケ谷区西谷町 ６６ ６０ 

６ 神奈川区羽沢町 ４６ ４７ 

（注）1.調査日：平成 19 年 12 月 5 日～6日 

   2.時間区分：昼間：午前 7時～午後 10 時 夜間：午後 10時～午前 7時 

   3.騒音レベルは等価騒音レベル（LAeq）で表しています。（LAeqとは、一定時間内の騒音の総
エネルギーを、その時間で割った平均騒音レベルです。） 

 

・予測方法 

  類似の既設線の測定データを基にした音の伝搬理論に基づく理論式により、列車走行

による等価騒音レベル（LAeq）を予測します。 

 

・予測結果及び評価 

  各予測地点における予測結果は、防音壁の設置等により次表に示すとおりとなり、い

ずれも環境保全目標が達成されます。 

 

                        （単位：デシベル） 

予測結果（LAeq） 環境保全目標 予測位置 

昼間 夜間 昼間 夜間 

① 保土ケ谷区西谷町 ５７ ５４ 

⑥ 神奈川区羽沢町 ４４ ４１ 
６０ ５５ 

（注）1.予測については、計画路線のみを対象としました。 

2.環境保全目標については、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針に

ついて」（平成 7年 12 月 環境庁大気保全局）の新線に対する指針値としました。 
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振動 

・現況 

  計画路線周辺において実施した現地調査の結果は、次表に示すとおりです。 

（単位：デシベル） 

環境振動レベル（L10） 調査地点 

昼 間 夜 間 
調査地点 鉄道振動レベル（Lp）

２ 保土ケ谷区西谷町 ４０ ３１ １ 保土ケ谷区西谷町 ６７ 

３ 保土ケ谷区東川島町 ３０ ２７ ６ 神奈川区羽沢町 ５６ 

４ 神奈川区羽沢南二丁目 ３８ ３３   

５ 神奈川区羽沢南二丁目 ３８ ３３   

（注）1.調査日：平成 19 年 11 月 27 日～28 日（環境振動レベル） 

       ：平成 19 年 12 月 5 日～6日（鉄道振動レベル） 

   2.時間区分：昼間：午前 8時～午後 7時 夜間：午後 7時～午前 8時 

   3.環境振動レベル（L10）は、測定値の高い方から数えて 10％目の測定値に該当します。 

   4.鉄道振動レベル（Lp）は、測定された振動レベルの中の最大値に該当します。  

 

〈参考〉振動のめやす 

・予測方法 

  類似の既設線の実測結果等を基に 

鉄道振動レベルを予測します。 

 

 

・予測結果及び評価 

  各予測位置における予測結果は、ロングレールの採用や、レールの重量化により、次

表に示すとおりとなり、いずれも環境保全目標が達成されます。 

（単位：デシベル） 

予測位置 構造形式 予測結果 環境保全目標 

① 保土ケ谷区西谷町 掘割 ６３ 

② 保土ケ谷区西谷町 開削トンネル ６３ 

③ 保土ケ谷区西谷町 円形トンネル ５４ 

④ 保土ケ谷区東川島町 円形トンネル ５１ 

⑤ 神奈川区羽沢南二丁目 円形トンネル ５１ 

⑥ 神奈川区羽沢町 擁壁 ５１ 

６５ 

（注）環境保全目標は、「鉄道公害の防止対策について」（昭和 49年 横浜市公害対策審議会建議）

における保全目標値である 0.5mm/sec 以下（約 65 デシベルに相当）としました。 
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地盤沈下 

・現況 

  「平成 17 年度横浜市地盤沈下調査報告書」（平成 19 年 2 月 横浜市環境創造局）によ

れば、計画路線周辺の全域において、地盤の状況はほとんど変動していないと考えられ

ます。また、計画路線周辺は、下末吉台地※1と呼ばれる海抜 40～50m の台地と、帷子川

による幅 200m 程度の谷底平野になっています。台地部は上総層群※2を基盤として相模層

群※3の粘土・砂・礫層や関東ローム層※4などから構成されています。帷子川沿いの平地

部は主に沖積の粘土層で構成されています。 

 

・予測方法 

地下水位の低下による地盤沈下について、地質状況から定性的に予測します。 

 

・予測結果及び評価 

工事に先立ち、詳細な地質や地下水位の調査を実施し、地域の状況に応じた適切な設

計を行います。トンネル掘削は密閉型シールド工法※5 を採用します。また、その他の掘

削工事の施工にあたっては、必要に応じて止水性の高い土留壁や地盤改良など、適切な

工法を用いることとします。なお、工事期間中は地下水位の観測や、地盤の変状を計測

して、適切な施工管理をします。 

以上により、周辺住居等に著しい影響を与えることはないと考えます。 
 

※ 1 下末吉台地    ：神奈川県北東部の川崎市、横浜市に広がる海抜 40～60 メートルほどの台地。12

万年ほど前に形成された海成面。 

※ 2 上総層群     ：新生代第三紀末から第四紀更新世に形成された砂層、泥岩層、砂礫層からなる

地層で、約 200～50 万年前に堆積したものです。この地層は硬く、マンション

等の建物の支持層となっています。 

※ 3 相模層群     ：更新世中～後期にかけての堆積物からなる地層で、約 50～6 万年前に形成され

たものです。 

※ 4 関東ローム層   ：火山灰が堆積してできた地層で関東地方を覆っています。ここでは約 6 万年前

より以降に形成された比較的新しいローム層

が分布しており、上総層群や相模層群より軟ら

かい地層となります。 

※ 5 密閉型シールド工法：シールド工法とは、トンネルを掘る工法の 1つ

です。鋼鉄の筒の中に掘削する機械を納めたシ

ールドマシンで周囲の地盤を支持しながら掘

削する工法です。 

 
シールドマシン 
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この「環境のあらまし」は、都市計画市素案に基づき作成したものであり、今後、横浜市環境影響

評価条例に基づき、環境影響評価に関する所定の手続きを実施してまいります。 


